
特 集

あなたの家は大丈夫？
　　　　　　　　　　　〜空き家について考えよう〜

● 問合先　土木管理課公園・空き家対策係（☎㉓２４８４）

　
近
年
、
全
国
各
地
で
空
き
家
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
伊
万
里
市
に

お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
新
た

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ど
う
し
て
空
き
家
が
問
題
に
な

る
の
か
と
い
う
と
、
様
々
な
事
情

に
よ
り
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
空

き
家
が
、
適
正
に
管
理
さ
れ
ず
に

放
置
さ
れ
、
老
朽
化
に
よ
り
荒
廃

し
、
倒
壊
な
ど
し
て
人
に
危
険
を

及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
敷
地
で
は
立
木
や
雑
草
が

茂
り
、
周
辺
の
環
境
や
景
観
を
損

ね
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
皆
さ
ん
の
周

り
に
も
、「
台
風
な
ど
が
来
た
ら
怖

い
な
あ
」
と
か
、「
草
木
が
茂
っ
て

周
囲
に
迷
惑
だ
」
な
ど
と
感
じ
る
、

管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家
が
あ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
国
は
、
空
き
家
対
策
に
関
す
る

法
律
を
制
定
し
、
自
治
体
レ
ベ
ル

で
の
対
策
の
推
進
を
、
後
押
し
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
、
各
自
治
体
で
本
格
的
な
対
策

に
取
り
組
ん
で
い
く
段
階
に
な
り

ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
家
は
大
丈
夫
で
す

か
。
本
市
の
空
き
家
に
関
す
る
現

状
に
つ
い
て
少
し
理
解
を
深
め
、

皆
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
家
の
将
来

の
こ
と
を
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。
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空
き
家
が
増
え
て
い
る

　
少
子
・
高
齢
化
や
人
口
減
少
、
既
存
の
住
宅
や
建
築
物
の
老

朽
化
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
産
業
構
造
の
変
化
な
ど
に

伴
っ
て
、
全
国
的
に
空
き
家
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
も

同
じ
よ
う
な
状
況
で
、
新
た
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

伊
万
里
市
の
詳
し
い
現
状
は
？

　
市
で
は
、
平
成
28
年
度
に
、
市
内
に
あ
る
空
き
家
の
所
在
や

状
態
な
ど
を
把
握
す
る
た
め
の
実
態
調
査
と
、
空
き
家
の
所
有

者
な
ど
へ
の
意
向
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
の
結
果

か
ら
、
少
し
詳
し
く
現
状
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
総
務
省
の
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
に
よ
る
と
、
全
国
の
空
き
家
の

数
は
、
昭
和
63
年
に
は
３
９
４
万

戸
で
あ
っ
た
の
が
、
平
成
25
年
に

は
８
２
０
万
戸
に
増
加
し
て
い
ま

す
（【
グ
ラ
フ
１
】）。
こ
れ
は
住
宅

総
数
の
13
・
５
㌫
を
占
め
て
お
り
、

お
よ
そ
７
〜
８
戸
に
１
戸
は
人
が

住
ん
で
い
な
い
空
き
家
だ
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
本
市
で
も
、
昭
和
63
年
の
空
き

家
の
数
は
１
５
９
０
戸
で
し
た

が
、
平
成
25
年
に
は
２
６
３
０
戸

に
増
加
し
て
い
ま
す
。
住
宅
総
数

に
占
め
る
割
合
は
12
・
２
㌫
で
、

全
国
平
均
は
若
干
下
回
っ
て
い
る

も
の
の
、
同
様
に
高
い
数
値
で
す
。

本
市
の
高
齢
化
率
や
、
既
存
住
宅

の
老
朽
化
の
状
況
な
ど
を
考
え
る

と
、
今
後
急
速
に
増
加
し
て
い
く

こ
と
も
心
配
さ
れ
、
対
策
が
急
が

れ
る
状
況
で
す
。

◆
25
年
で
１
・
65
倍
に

　
一
般
住
宅
（
戸
建
住
宅
）、店
舗
、

店
舗
兼
住
宅
、
長
屋
の
４
種
類
を

対
象
に
、
合
計
１
４
５
１
戸
の
空

き
家
に
つ
い
て
、
所
在
と
状
態
を

調
査
し
た
と
こ
ろ
、【
図
１
】
の
よ

う
な
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
空
き
家
の
分
布
状
況
に

つ
い
て
見
る
と
、
中
心
市
街
地
や

旧
炭
鉱
地
域
に
多
い
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

　
次
に
、
空
き
家
の
状
態
に
つ
い
て

は
、
居
住
可
能
な
も
の
が
３
０
０

◆
空
き
家
の
分
布
と
状
態

戸
、
補
修
に
よ
り
居
住
可
能
な
も

の
が
９
５
２
戸
と
、
ま
だ
住
む
こ

と
が
で
き
る
空
き
家
が
圧
倒
的
に

多
く
、
全
体
の
86
・
３
㌫
を
占
め

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
居
住
不
可
能
な
空
き
家

は
、
今
の
と
こ
ろ
１
８
５
戸
、
全

体
の
12
・
７
㌫
で
す
が
、
今
後
は

居
住
可
能
な
空
き
家
が
適
切
に
管

理
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
居
住

不
可
能
な
空
き
家
へ
と
変
わ
っ
て

い
く
の
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策

が
必
要
で
す
。

【 図 １】

全国と伊万里市の空き家の状況（住宅・土地統計調査）【グラフ１】

伊万里市の空き家分布図
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　【
グ
ラ
フ
２
】
は
、各
地
区
（
町
）

ご
と
の
空
き
家
数
と
空
き
家
率
、

高
齢
化
率
を
示
し
た
も
の
で
す
。

空
き
家
率
と
高
齢
化
率
の
折
れ
線

グ
ラ
フ
に
注
目
す
る
と
、
全
体
と

し
て
高
齢
化
率
が
高
い
地
区
（
町
）

は
、
空
き
家
率
も
高
い
と
い
う
傾

向
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
空
き
家
の
分
布
の
状
況
を
状
態

家
を
適
正
に
管
理
す
る
よ
う
働
き

か
け
る
相
手
が
あ
る
、
あ
る
い
は
、

相
続
関
係
を
整
理
し
、
空
き
家
を

管
理
す
べ
き
人
を
特
定
す
る
方
法

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
家
屋
に
人
が
住
ま
な

く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
居

住
者
の
死
亡
や
、
施
設
へ
の
入

所
・
入
院
が
半
数
以
上
を
占
め
て

お
り
、
こ
こ
で
も
高
齢
化
が
影
響

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す

（【
グ
ラ
フ
４
】）。
高
い
水
準
で
推

移
す
る
本
市
の
高
齢
化
率
を
考
え

る
と
、
今
後
ま
す
ま
す
空
き
家
が

増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

に
つ
い
て
は
、
伊
万
里
地
区
が
65

戸
と
最
多
で
、
次
い
で
立
花
地
区

と
山
代
町
が
32
戸
と
な
っ
て
お

り
、
い
ず
れ
の
状
態
で
も
、
中
心

市
街
地
や
旧
炭
鉱
地
域
に
空
き
家

が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
伊
万
里
地
区
で
は
、
現
在
の
中

心
市
街
地
が
商
業
地
域
と
し
て
栄

え
た
時
代
に
、
集
中
的
に
建
物
が

建
築
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
山
代
町
、
東
山
代
町
、
大

川
町
で
は
、
石
炭
産
業
が
盛
ん
で

あ
っ
た
時
代
に
、
多
く
の
建
物
が

建
築
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
建
物
の
所
有
者
が
高
齢

特 集 　あなたの家は大丈夫？　〜空き家について考えよう〜

◆
高
齢
化
率
と
の
関
係

別
に
見
る
と
、
ま
ず
、
居
住
不
可

能
な
も
の
に
つ
い
て
は
山
代
町
が

51
戸
と
最
も
多
く
、
次
い
で
東
山

代
町
25
戸
、
伊
万
里
地
区
21
戸
、

大
川
町
13
戸
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
次
に
、
補
修
に
よ
り
居
住
可
能

な
空
き
家
で
は
、
山
代
町
２
０
４

戸
、
伊
万
里
地
区
１
２
３
戸
、
東

山
代
町
96
戸
、
大
川
町
86
戸
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
居
住
可
能
な
空
き
家

化
し
、
死
亡
し
た
り
施
設
へ
入
所

し
た
り
、
あ
る
い
は
景
気
低
迷
な

ど
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、

相
続
人
が
市
外
へ
転
出
し
た
り
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
き
家
と

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
実
態
調
査
と
合
わ
せ
て
実
施
し

た
、
空
き
家
の
所
有
者
な
ど
へ
の

意
向
調
査
で
は
、
空
き
家
の
名
義

は
大
多
数
が
本
人
や
親
族
・
関
係

者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

（【
グ
ラ
フ
３
】）。
こ
れ
は
、
空
き

◆
意
向
調
査

【グラフ３】

空き家は誰の名義ですか

【グラフ２】 地域ごとの空き家数・空き家率・高齢化率

【グラフ４】

空き家になった理由は
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居住可能 補修により
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居住不可能 その他

高齢化率

空き家率

❶住んでいた人が死亡した
ため

❷住んでいた人が施設入所、
入院したため

❸他所へ住宅を新築・購入
し転居したため
❹転勤などで長期不在となっ
たため

❺居住用に取得したがまだ
入居していないため

❻賃借人が転居したため
❼相続等により取得したが居
住する者がいないため

❽相続人が決まらないため
❾その他❺0.5％

❺3.0％

❹2.6％

❹0.8％

❸
12.2％

❸2.6％

❷
19.0％

❷
28.6％

❶
37.9％

❶
65.0％

❾
6.3％

❽
1.2％

❼
8.9％
❻

11.5％

❶本人名義
❷親族・関係者名義
❸売却・譲渡済
❹解体済
❺不明
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市
の
対
策
は
？

　
空
家
法
に
基
づ
き
、
本
市
の
空

き
家
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
・

計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、
平
成

29
年
12
月
に
『
伊
万
里
市
空
家
等

対
策
計
画
』
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
計
画
で
は
、
実
態
調
査
で
分

か
っ
た
市
内
の
空
き
家
と
そ
の
敷

地
の
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

①
所
有
者
等
の
管
理
の
原
則
、
②

市
民
と
事
業
所
、
行
政
が
連
携
し

た
対
策
の
推
進
、
③
空
家
等
の
予

防
と
対
策
の
３
つ
の
基
本
方
針
を

　
平
成
27
年
に
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
以
下
『
空
家
法
』
と
い
う
。）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、
こ
れ
か
ら
市
が
取
り
組
ん
で
い
く
空
き
家
対
策
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

◆
空
家
等
対
策
計
画

定
め
、
空
家
等
の
状
態
に
よ
り
段

階
的
な
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て

は
、
居
住
中
の
家
屋
の
所
有
者
な

ど
に
対
し
、
広
報
紙
や
チ
ラ
シ
な

ど
に
よ
り
、
適
正
な
管
理
に
つ
い

て
の
啓
発
や
相
続
登
記
の
働
き
か

け
を
行
い
ま
す
。
空
き
家
と
な
っ

た
家
屋
の
所
有
者
な
ど
に
つ
い
て

は
、
相
談
窓
口
や
解
体
除
却
に
対

す
る
補
助
金
な
ど
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
空
き
家
情
報
バ
ン
ク
な

ど
の
利
活
用
を
促
す
た
め
の
情
報

提
供
を
行
い
ま
す
。
著
し
く
危
険

な
状
態
と
な
っ
た
空
き
家
に
つ
い

て
は
、『
特
定
空
家
等
』
に
認
定

し
、
除
却
な
ど
の
措
置
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
地

域
住
民
と
事
業
者
、
行
政
が
協
働

し
、
連
携
し
な
が
ら
進
め
ま
す
。

◆
主
な
取
り
組
み

空き家を放置するとどうなるの？

　空き家を危険な状態で長期間放置すると、人や周

辺家屋に被害を及ぼしたり、周囲の環境や景観に悪

影響を与えたりする恐れがあるため、市から『特定

空家等』に認定され、助言や指導などを受けること

になります。

　また、『特定空家等』への認定に伴い、住宅用地の

特例措置が適用されなくなり、固定資産税が増税と
なる可能性があります。

特定空家等とは

以下に該当するような空き家などのことです。

① 倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある

② 著しく衛生上有害となる恐れがある

③ 著しく景観を損なっている

④ その他周辺の生活環境の保全のため放置できない

活用してください！空き家情報バンク

　伊万里市空き家情報バンク制度は、空き家の売却

や賃貸を希望する所有者に、協力事業者を通して物

件を登録してもらい、市ホームページに掲載して、

空き家を購入したい人や借りたい人に、情報を提供

するものです。詳しくは問い合わせてください。

● 問合先　伊万里暮らし応援課移住・定住促進係

（　 ☎㉓２１７２）

空き家全般について相談してください

　市は、空き家対策の一環として、相談窓口を開設し

ています。「相談先が分からない」、「維持管理や解体

などについて知りたい」など、空き家全般について

相談に応じます。困ったときは、気軽に利用してく

ださい。内容はあらかじめ整理してご相談ください。

● 相談窓口　土木管理課公園・空き家対策係

（　 ☎㉓２４８４）
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特 集 　あなたの家は大丈夫？　〜空き家について考えよう〜

家の危険度をチェックしてみましょう

（Ａ）倒壊などの危険な状態
・建物が著しく傾斜している□

・屋根、外壁の破損、落下、飛散□

・基礎、擁壁が大きく割れている□

（Ｂ）衛生上有害な状態
・浄化槽などから汚水の流出、

  臭気がある□

・ゴミの放置、不法投棄が

  ある□

・ネズミ、ハエなどの発生□

（Ｃ）景観を損なっている状態
・周辺の景観を阻害している□

・ガラスが多数割れている、

　草木が家全面を覆っている□

（Ｄ）放置することが不適切な状態
・立木や雑草が茂っている□

・動物、害虫が住み着いている□

・門扉、ドアなどの施錠がされていない□

　
適
正
な
管
理
を
す
れ
ば
、
家
屋

の
老
朽
化
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
自
分
で
管
理
す
る
他
、

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
や
管
理

会
社
へ
管
理
を
依
頼
す
る
方
法
も

あ
り
ま
す
。

　
危
険
な
空
き
家
と
な
ら
な
い
よ

う
に
、
傷
ん
だ
箇
所
を
修
繕
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
修
繕
が
不
可
能

な
場
合
は
、
早
め
の
解
体
を
検
討

し
て
く
だ
さ
い
。
建
築
業
者
や
解

体
業
者
に
相
談
し
て
み
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。

　
人
が
住
ま
な
い
家
は
、
十
分
に

目
が
行
き
届
か
な
い
た
め
、
気
付

危
険
な
空
き
家
に
し
な
い
た
め
に

　
皆
さ
ん
の
家
が
危
険
な
空
き
家
と
な
る
の
を
防
ぐ
に
は
、
ま

ず
は
空
き
家
に
し
な
い
方
法
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
し

か
し
、
空
き
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。
空
き
家
の
所
有
者
や
空
き
家
を
相
続
す
る
人
に
で

き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
適
正
な
管
理

◆
修
繕
や
解
体

か
な
い
う
ち
に
傷
み
が
進
む
も
の

で
す
。
適
正
な
管
理
や
修
繕
が
で

き
な
い
空
き
家
は
、
市
の
空
き
家

情
報
バ
ン
ク
や
不
動
産
業
者
に
相

談
し
、
賃
貸
や
売
却
を
検
討
し
て

く
だ
さ
い
。

　
空
き
家
の
相
続
や
管
理
な
ど
に

つ
い
て
、
早
め
に
家
族
や
兄
弟
な

ど
で
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
危
険

な
空
き
家
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
か

ら
話
し
合
っ
て
い
た
の
で
は
、
費

用
の
問
題
な
ど
で
親
族
間
の
争
い

事
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
司
法
書
士
や
弁
護
士
に

相
談
し
、
相
続
登
記
を
す
る
こ
と

も
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。
空

き
家
の
所
有
者
が
、
意
思
表
示
が

難
し
い
な
ど
の
状
態
で
あ
る
場
合

は
、
成
年
後
見
人
の
選
任
を
依
頼

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

◆
相
続
な
ど
の
話
し
合
い

◆
賃
貸
や
売
却

《簡易評価》
▷Ａは１つ以上、またはＢ、Ｃ、Ｄの全てに当てはまる　⇒　危険な状態です。至急、適切な措置を行ってください。
▷Ｂ、Ｃ、Ｄのうち１つでも当てはまる　⇒　該当項目について、早めに適正な対応や管理を行いましょう。
▷全てに当てはまらない　⇒　状態を維持するため、適正な管理を続けましょう。

　
空
き
家
問
題
は
、
決
し
て
他
人

事
で
は
な
く
、
家
屋
の
所
有
者
や

家
屋
を
相
続
す
る
人
は
、
い
つ
か

は
直
面
す
る
問
題
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
家
を
所
有
す
る

る
皆
さ
ん
が
、
所
有
者
と
し
て
の

自
覚
を
持
っ
て
、
早
い
う
ち
か
ら

対
応
を
し
て
お
く
こ
と
が
、
大
変

重
要
と
な
り
ま
す
。

　
特
に
、
倒
壊
な
ど
の
危
険
が
あ

る
空
き
家
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、

人
や
周
辺
家
屋
へ
被
害
を
及
ぼ
す

恐
れ
が
あ
り
、
被
害
が
生
じ
た
場

合
は
、
損
害
賠
償
の
請
求
な
ど
を

受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
相
続
登
記
に
つ
い
て
は
、

何
世
代
に
も
渡
っ
て
未
登
記
の
相

続
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
が

困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
空
き

家
の
適
正
な
管
理
や
相
続
登
記
、

危
険
な
空
き
家
の
解
体
な
ど
、
子

や
孫
へ
負
の
遺
産
を
残
さ
な
い
よ

う
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん

土木管理課
公園・空き家対策係
係長  岸川  修二
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